
【適時開示のフロー】

開示指示

開示手続き

※緊急性の高い決定事実及び発生事実につきましては、情報取扱責任者が情報開示の要否判断・了承
をした後、代表取締役社長に承認を経て開示をすることがあります。なお、開示した情報につきましては、
取締役等にて報告することとしております。

情報の提供

情報の集約
開示資料案の作成

情報開示の要否判断
開示資料案の了承

開示内容の承認

適時開示

取締役会・代表取締役社長

情報取扱責任者

情報管理担当者

当社各部署、グループ会社

情報管理担当者

情報取扱責任者


